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令和４年４月から、町内に本店のある事業者からのエアコンの購入と設置に

かかる費用に対し１世帯１台に限り３０％(上限５万円)を補助しております。

また、これまでは「持ち家」の方のみを対象としておりましたが、令和４年

９月から「アパート･賃貸住宅等」にお住まいの方も対象といたしますので、

お知らせいたします。（申請者が住宅の所有者ではない場合は所有者の承諾が

必要となります。）
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従来どおり、エアコンを購入･設置する前に補助金の申請が必要となります。

アパート･賃貸住宅等の方で既にエアコンを購入･設置された場合であっても

令和５年３月までに申請していただくと補助金の交付を受けることができます。

【必要書類】申請書／請求書及び領収書／エアコン及び室外機の写真／通帳の写しなど

【必要書類】申請書／見積書／エアコン及び室外機の設置予定箇所の写真など
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※持ち家の方は遡って補助金の交付を受けることはできませんのでご注意願います。


